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「
医
療
費
控
除
に
つ
い
て
」 

 

確
定
申
告
の
時
期
が
近
づ
い
て
き
ま
し
た
。 

確
定
申
告
と
は
、
そ
の
年
の
１
月
１
日
か
ら
１
２
月
３

１
日
ま
で
の
所
得
に
対
す
る
税
金
な
ど
を
計
算
し
税
務

署
に
申
告
す
る
こ
と
を
「
確
定
申
告
」
と
い
い
ま
す
。

「
確
定
申
告
」
に
は
税
金
が
戻
る
還
付
申
告
と
税
金
を

納
め
る
申
告
に
分
け
ら
れ
ま
す
。 

 

医
療
費
に
関
し
ま
し
て
は
、
年
間
の
医
療
費
が
１
０

万
円
を
超
え
る
と
（
※
た
だ
し
年
間
の
所
得
が
２
０
０

万
円
未
満
の
場
合
は
所
得
の
５
％
を
越
え
る
と
き
）
、

そ
の
「
還
付
申
告
」
に
該
当
す
る
ケ
ー
ス
が
殆
ど
と
な

り
ま
す
の
で
毎
年
年
末
や
年
始
に
か
け
て
当
医
院
に
も

領
収
書
の
お
問
い
合
わ
せ
や
医
療
費
控
除
に
つ
い
て
の

お
問
い
合
わ
せ
が
多
く
な
る
時
期
と
な
り
ま
す
。 

 

 

ラ
ビ
ッ
ト
歯
科
の
訪
問
診
療
で
は
、
医
療
費
以
外
に

も
介
護
保
険
区
分
の
居
宅
療
養
管
理
指
導
費
や
訪
問
時

の
交
通
費
も
医
療
費
控
除
の
対
象
と
な
り
ま
す
！ 

 

ど
の
く
ら
い
医
療
費
が
控
除
さ
れ
る
の
か
簡
単
に
シ

ュ
ミ
レ
ー
ト
出
来
る
サ
イ
ト
も
あ
り
ま
す
の
で
試
し
て

み
て
は
如
何
で
し
ょ
う
か
？
（
サ
イ
ト
名
：
医
療
費
控

除
簡
易
計
算
） 

 

    

  

2022年（令和 4年） 

 1 月 4 日（火） 
 第 71号 

  第 69号 

感
染
症
や
精
神
障
害
・
難
病
な
ど
の
患
者

様
、
生
活
に
困
窮
し
て
い
る
な
ど
社
会
的
弱

者
、
公
害
な
ど
に
よ
り
健
康
被
害
を
受
け
た

人
な
ど
保
護
を
必
要
と
す
る
人
が
対
象
と
な

っ
て
い
ま
す
。 

 

ラ
ビ
ッ
ト
歯
科
で
は
左
図
の
保
険
証
の
種

類
を
お
持
ち
の
方
に
そ
れ
ぞ
れ
適
用
と
な
り

ま
す
。 

            
「
公
費
負
担
医
療
制
度

に
つ
い
て
」 

公
費
負
担
医
療
制
度
と
は
、
医
療
費
の

全
部
ま
た
は
一
部
を
国
や
地
方
自
治
体
が

負
担
す
る
制
度
で
、
医
療
費
助
成
制
度
の 

ひ
と
つ
で
す
。 

 

☆医療費控除の対象となるもの 

 

・保険内の歯科治療費 

・保険外の入歯・かぶせ物 

・インプラント治療費 

・居宅療養管理指導費 

・医療機関受診の際の公共交通機関に

よる交通費 

・訪問介護、リハビリ、ショートステイ等の 

サービス費用。 などなど 

☆医療費控除の対象外のもの 

 

・通院の為の自家用車のガソリン代や高

速道路代 

・インフルエンザ等の予防接種代 

・歯を白くするホワイトニング費用 

・福祉用具のレンタル費用 

・有料老人ホームのサービス費用 

・タクシー代(電車・バスが使用できない

場合は除く)などなど 
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